
2017年12月理事会の
￡3,500の予算外支出について
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2021年X月XX日JA臨時総会

議案提案者：高嶋 正明
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理事会は、2017年12月に￡3,500を事務局運営費として予算外支出しました。

これは、有る問題に対して理事会が英国弁護士事務所に支払った調査費用です。
この費用は、果たしてJAの活動目的に合致した合理的な支出であるか、佐野前
会長宛に過去にメール・レター・総会の場で質問しましたが、以下の様に回答
を頂けませんでした。

2018年9月5日付け佐野前会長宛メール 回答無し
2019年1月24日年次総会で質問 佐野議長は、質問を禁止
2019年12月7日年次総会で議案提出 花岡議長は、別途話合いを提案
2019年12月11日佐野前会長宛レター 回答無し
2020年1月17日花岡副会長と話合い 佐野前会長は不参加
2020年1月25日佐野前会長宛レター 回答無し

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Email-to-Mr-Sano-2018-09-05.pdf
http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-11-28.pdf
http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-12-11.pdf
http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2020-01-25.pdf
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この様に、高嶋からの過去のメール、総会での質問、話合い、レターでも
回答を頂けませんでしたので、改めて来る2021年X月XX日開催のJA臨時
総会で、以下の様に議案提案します。

議案 : 2017年12月の理事会による英国弁護士事務所への￡3,500の予算外
支出が、JAの活動目的に合致した合理的な支出であるか否かを討議し、合
理的な説明を頂けないのでしたら、その支出を承認した理事会にその支出
のJAへの弁済を求めます。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について



2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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問題の概要

高嶋は2017年10月にボランティア活動の一環として、
日本のボランティア団体NALC日本が発行した
「NALC エンディングノート」を参考に、英国の事
情を考慮して英国在住の日本人高齢者向けに、英
国・日本の各種制度の情報も追加し、英語・日本語
併記で「終活ウェブエンディングノート」を作成し、
自身の終活ウェブhttp://shukatsuweb.netに無料で
掲載しました。

http://shukatsuweb.net/endingnote
http://shukatsuweb.net/


2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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問題の概要

そうした所、理事会は、高嶋と何の事前の話
し合いも無く、高嶋に2017年12月18日付け英
国弁護士事務所の英文レターを送り、高嶋の
その「終活ウェブエンディングノート」は
NALC日本の著作権侵害の疑いがあるとして、
損害賠償も含めてその調査の為に、高嶋をJA
会員資格停止処分とし、高嶋の年会費￡12も
返金しました。

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-from-IBBsolicitors-2017-12-18.pdf
http://shukatsuweb.net/endingnote
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この問題は、その後理事会と2018年1月11日と2月21日の2回、及び佐野
前会長と高嶋で数回話合いが持たれ、結局話し合いで解決し、2018年9月
1日に高嶋のJA会員資格停止処分は解除になりました。

しかし、高嶋は、佐野前会長から理事会がこの問題の為に、英国弁護士事
務所に調査費用として￡3,500を予算外支出した事を知らされました。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について



7

高嶋は、理事会が英国弁護士事務所に予算外支
出した￡3,500は、果たしてJAがその費用を負
担する正当な理由があるのか、2018年9月5日
付けのメールで佐野前会長に質問しましたが、
佐野前会長から回答はありませんでした。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2018年9月5日付け高嶋から佐野前会長宛メール

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Email-to-Mr-Sano-2018-09-05.pdf
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そこで、2019年1月24日に開催された年次総会で、高嶋が改めてその
￡3,500の支出目的を質問した所、総会議長の佐野前会長はその支出は理事
会の承認を経た正当な支出であるとして、総会でのその後の質問は禁止され、
その年度の決算報告書は承認されました。

年次総会の正式な議決事項の一つである前年度の決算報告の、会員からの予
算外の￡3,500と言う高額な支出の質問に対して、それは理事会の承認を経
た正当な支出であるとして、其の後の会員の質問を禁止するのは、会員の総
会での発言権を定めた英文定款第27条(1)の明白な違反行為と思われます。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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そこで、2019年12月7日に開催された年次総会で、高嶋は再度その件につい
て、書面でその￡3,500の予算外支出は、JAの活動目的に合致した正当な支
出と認められるか年次総会で討議して欲しい旨、動議提出しました。

そうした所、総会議長を務められた花岡副会長は、総会に出席した一般会員
は何が問題か理解出来ないのではとして別途話合いを提案し、高嶋はその議
長提案を受け入れました。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-11-28.pdf


2020年1月17日に花岡副会長と高嶋の話合いは、一般会員3名も参加して
行われました。

しかし、一番事情を承知している筈の佐野前会長は出席されず、私から
2019年12月11日付けレターで事前に質問書を提出していたにも拘わらず、
花岡副会長は、その件は知らない・忘れた・理事会・総会で承認済み云々
で、話合いは平行線に終わりました。
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2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-12-11.pdf
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高嶋のこの理事会の￡3,500の予算外支出についての疑問点は以下の通りです。

1）英国弁護士事務所の著作権侵害・損害賠償の調査時期・調査結果・その後
の理事会の対応について

2）2018年1月11日のWilliams副会長（現会長）の発言について

3）NALC 日本の見解について

4）推定損害賠償額について

5）高嶋からの￡3,500の弁済の申し出について

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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1）英国弁護士事務所の著作権侵害・損害賠償の調査時期・調査結果・その
後の対応について

2017年12月に理事会が英国弁護士事務所に￡3,500を予算外支出したその
著作権侵害・損害賠償の調査は何時行われ、その調査結果はどの様な内容
だったのですか。そして理事会はその調査結果を知って、どの様に対応さ
れたのでしょうか。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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1）英国弁護士事務所の著作権侵害・損害賠償の調査時期・調査結果・その
後の対応について

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2020年1月17日の話し合いで花岡副会長から、理事会は、2017年12月に英国
弁護士事務所からこの著作権侵害・損害賠償問題の調査結果を受領していた
と聞いて、高嶋は大変驚きました。

理事会は、既に2017年12月の時点で英国弁護士事務所から調査結果を受領し
ていたにも拘わらず、高嶋に対する2017年12月18日付け英国弁護士事務所の
レターでは、この問題をこれから調査する、その為高嶋を会員資格停止処分
にする、￡12の年会費も返金するとしたのは、時系列的に辻褄が合いません
が、ご説明頂けますか。

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-from-IBBsolicitors-2017-12-18.pdf
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そして理事会が2017年12月に受け取った英国弁護士事務所からの調査結果は
どの様な内容で、理事会は其の後どの様に対応されたのですか。

高嶋が推測するに、理事会が受け取った英国弁護士事務所からの調査結果は、
理事会の期待に反して高嶋の行為はNALC日本の著作権侵害には当たらないと
の事であったのではありませんか。それ故に、その調査をした事も、その調査
結果も高嶋に開示しなかったのではありませんか。

そして、理事会が問題にしているのは著作権侵害・損害賠償云々ではなく、高
嶋にメールを数回送ったが高嶋が適切な対応を取らなかった事が問題と、事実
無根の「言葉の綾」の主張に変えざるを得なかったのでは無いですか。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
1）英国弁護士事務所の著作権侵害・損害賠償の調査時期・調査結果・その
後の対応について
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2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

この件に就いて、2020年1月25日付けの佐野前会長宛レターで問合せましたが、
回答は頂けませんでした。
2020年1月25日付け高嶋から佐野前会長宛レター

1）英国弁護士事務所の著作権侵害・損害賠償の調査時期・調査結果・その
後の対応について

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2020-01-25.pdf
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2）2018年1月11日のWilliams前副会長・現会長の発言について

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2018年1月11日の理事会でWilliams 前副会
長・現会長は「JAが問題視しているのは著作
権云々では無く、NALC UKのエンディング
ノートを本人のホームページから削除する様
指示したにも拘わらず弁護士のレターを出し
てやっとそれが遂行された事である。」と主
張を変えました。
2018年1月11日のWilliams前副会長・現会長の発言
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2）2018年1月11日のWilliams前副会長・現会長の発言について

では、Williams前副会長・現会長は著作権侵害・損害賠償が問題では無いと
しながら、何故理事会は英国弁護士事務所に￡3,500を支払って、著作権侵
害・損害賠償の調査を依頼したのですか。何か理事会が行った事とその後の
説明と矛盾していませんか。

この件に就いて、2019年12月11日付け佐野前会長宛のレターで問合せました
が、回答は頂けませんでした。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2019年12月11日付け高嶋から佐野前会長宛レター

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-12-11.pdf
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2）2018年1月11日のWilliams前副会長・現会長の発言について

更に、Williams前副会長・現会長は、以下の様に発言しました。

このWilliams前副会長・現会長の発言は、事実無根です。事実は、高嶋は
2017年10月10日にNALC UK エンディングノートを高嶋のウェブから削除す
る様竹中氏からメールがあり、高嶋は同日に削除しました。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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2）2018年1月11日のWilliams前副会長・現会長の発言について

このWilliams前副会長・現会長の発言について、以下の様に2019年12月11日
付け佐野前会長宛レターで問合せしましたが、回答を頂けませんでした。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2019年12月11日付け高嶋から佐野前会長宛レター

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-12-11.pdf
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3）NALC 日本の見解について

そもそもJAはその著作権が侵害されたとする「NALC エンディングノート」
の著作権所有者ではありません。著作権所有者はNALC日本です。

高嶋がこの件で2017年12月27日にNALC日本に直接電話で問い合わせた所、
NALC日本は、「この問題は英国の内部問題であり、NALC日本は著作権侵
害の訴え・損害賠償請求はする積りは無い。」との事でした。

著作権所有者のNALC日本が著作権侵害の訴え・損害賠償請求する積りが無
いのに拘わらず、どうして理事会は自らは著作権所有者でもないのに、英国
弁護士事務所に￡3,500も支払って著作権侵害・損害賠償の調査を依頼した
のですか。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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3）NALC 日本の見解について

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

この件について、2020年1月25日付け佐野前会長宛レターで問合せしました
が、回答はありませんでした。 2020年1月25日付け高嶋から佐野前会長宛レター

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2020-01-25.pdf
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4）推定損害賠償額について

例え高嶋が発行した「終活ウェブエンディングノート」に「NALCエンディ
ングノート」に対する著作権侵害があったと仮定しても、「NALCエンディ
ングノート」の英国の過去の販売実績から、推定損害賠償額はせいぜい数十
ポンドと思います。

理事会は、NALC日本の数十ポンドの損害賠償の問題の為に、自身が著作権
所有者でもないのに拘わらず、何故英国弁護士事務所に￡3,500も支払って
著作権侵害・損害賠償の調査を依頼したのですか。費用対効果の観点から、
その合理性をご説明頂けますか。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について
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4）推定損害賠償額について

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

この件に就いて、2020年1月25日付け佐野前会長宛レターで、問合せましたが、
回答は頂けませんでした。 2020年1月25日付け高嶋から佐野前会長宛レター

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2020-01-25.pdf
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5）高嶋からの￡3,500の弁済の申し出について

高嶋は、2019年12月7日の年次総会、更に2019年12月11日付け佐野前会長宛
レターでも、この問題は高嶋が何か不適切な行動をし、それを是正する為に
理事会が止むを得ず英国弁護士事務所に依頼せざるを得なかったとするなら、
高嶋はその￡3,500の費用を弁済すると申し出ました。しかし、佐野前会長か
らは回答はありませんでした。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について

2019年12月11日付け高嶋から佐野前会長宛レター

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2020/11/Letter-to-JA-2019-12-11.pdf
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以上、2021年X月XX日開催のJA臨時総会で、2017年12月の理事会によ
る英国弁護士事務所への￡3,500の予算外支出が、JAの活動目的に合致
した合理的な支出であるか否かを討議し、合理的な説明を頂けないので
したら、その支出を承認した理事会にその支出のJAへの弁済を求めます。

2017年12月理事会の￡3,500の予算外支出について


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25

